
は

じ

め

に

大
和
の
葛
城
地
域
に
二
つ
の
鴨
の
称
が
つ
く
神
（
神
社
）
が
存

在
し
た
。『
延
喜
式
』
神
名
に
よ
る
と
、「
鴨
都
波
八
重
事
代
主
命

神
社
」（
通
称
、
鴨
都
波
神
社
）
と
「
高
鴨
阿
治
須
岐
託
彦
根
命

神
社
」（
通
称
、
高
鴨
神
社
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
葛
城
地
域
を

代
表
す
る
有
名
な
神
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、『
古
事
記
』『
日
本
書

紀
』
に
も
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
て
き
た
の

は
こ
れ
ら
の
神
が
大
国
主
神
の
子
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
出
雲
系

の
神
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
確
認
し
て
お
く
と
、

『
古
事
記
』
の
大
国
主
神
の
系
譜
に
子
と
し
て
、
事
代
主
神
（
母

は
神
屋
楯
比
売
命
）、
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
と
高
比
売
命
（
母
は

宗
像
の
多
紀
理
毘
売
命
）
と
み
え
、『
日
本
書
紀
』
に
、
事
代
主

（
�
）

神
は
同
じ
く
大
国
主
神
の
子
（
天
孫
降
臨
・
本
文
）
と
み
え
る
。

事
代
主
神
は
い
わ
ゆ
る
国
譲
り
神
話
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

国
譲
り
を
求
め
ら
れ
た
大
国
主
神
は
子
の
事
代
主
神
に
判
断
を
ゆ

だ
ね
、
事
代
主
神
が
受
け
入
れ
た
結
果
、
国
譲
り
が
実
現
す
る
。

こ
こ
に
味
耜
高
彦
根
神
は
登
場
し
な
い
。
味
耜
高
彦
根
神
が
登
場

す
る
の
は
国
譲
り
の
前
の
段
階
に
あ
た
る
天
稚
彦
神
話
で
あ
る
。

味
耜
高
彦
根
神
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
「
大
神
大
穴
持
命
」
の

子
と
し
て
興
味
深
い
物
語
が
あ
る
（
仁
多
郡
三
沢
郷

表
記
は
阿

遅
須
枳
高
日
子
命
）。
い
っ
ぽ
う
、
事
代
主
神
は
『
出
雲
国
風
土

記
』
に
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
。

国
譲
り
神
話
は
出
雲
神
話
の
中
心
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の
後
の

律
令
体
制
下
の
主
要
な
国
家
的
祭
祀
で
あ
る
祈
年
祭
と
も
関
わ
り

を
も
っ
た
。
こ
の
二
神
は
大
和
（
特
に
葛
城
）
と
出
雲
、
祈
年
祭

葛
城
の
味
耜
高
彦
根
神
の
性
格
と
祭
祀鷺

森

浩

幸
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と
い
っ
た
研
究
の
な
か
で
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
研
究
も
豊
か
な
歴
史
を
も
つ
。
本
稿
は
、
先
行
研
究
を
参
照

し
つ
つ
、
こ
の
二
神
、
な
か
で
も
特
に
味
耜
高
彦
根
神
を
中
心

に
、
い
く
つ
か
の
問
題
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

一

味
耜
高
彦
根
神
の
神
話

味
耜
高
彦
根
神
の
登
場
す
る
天
稚
彦
神
話
か
ら
考
察
を
開
始
し

た
い
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
も
に
大
ま
か
な
ス
ト
ー
リ
ー

は
同
じ
で
あ
る
が
、
細
部
の
相
違
は
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
看
過

で
き
な
い
。
大
ま
か
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
ま
ず
掲
げ
る
。

⑴
葦
原
中
国
を
平
定
す
る
た
め
に
、
天
穂
日
命
に
続
い
て
天
稚

彦
が
弓
矢
（
天
鹿
児
弓
・
天
羽
羽
矢
）
を
与
え
ら
れ
天
か
ら

遣
わ
さ
れ
た
。

⑵
天
稚
彦
は
大
国
主
神
の
女
下
照
姫
（
高
姫
・
稚
国
玉
と
も
）

を
妻
と
し
、
八
年
た
っ
て
も
復
命
し
な
か
っ
た
。

⑶
天
照
大
神
と
高
皇
産
霊
尊
は
雉
を
遣
し
て
理
由
を
尋
ね
さ
せ

た
。
そ
の
声
を
聞
い
た
天
探
女
が
、
不
吉
な
鳥
だ
か
ら
射
殺

す
よ
う
に
と
天
稚
彦
に
勧
め
、
天
稚
彦
は
弓
矢
で
雉
を
射
抜

い
た
。

⑷
そ
の
矢
は
天
の
高
皇
産
霊
尊
の
も
と
ま
で
届
き
、
高
皇
産
霊

尊
が
投
げ
落
と
す
と
、
寝
て
い
た
天
稚
彦
の
胸
に
刺
さ
り
、

天
稚
彦
は
死
ん
だ
。
こ
れ
が
「
返
し
矢
（
お
そ
る
べ
し
）」

と
い
う
こ
と
の
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

⑸
天
稚
彦
の
死
を
嘆
く
下
照
姫
の
泣
き
声
が
天
に
達
し
、
喪
屋

を
建
て
い
ろ
い
ろ
な
鳥
に
役
割
を
与
え
、
八
日
八
夜
の
殯
を

し
た
。

⑹
味
耜
高
彦
根
神
が
訪
れ
た
が
、
彼
が
天
稚
彦
に
よ
く
似
て
い

た
た
め
、
妻
子
た
ち
は
天
稚
彦
は
生
き
て
い
た
と
言
っ
て
喜

ん
だ
。

⑺
味
耜
高
彦
根
神
は
死
人
と
誤
ら
れ
た
こ
と
を
怒
り
、
剣
を
抜

い
て
喪
屋
を
切
り
倒
し
た
。
そ
れ
が
山
と
な
っ
た
（
美
濃
国

の
喪
山
）。
こ
れ
が
生
者
を
死
者
と
誤
る
こ
と
を
忌
避
す
る

ゆ
え
ん
で
あ
る
。

⑻
こ
の
時
、
高
姫
は
そ
の
名
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
い
、

「
天
な
る
や

弟
棚
機
の

項
が
せ
る

玉
の
御
統

御
統

に

穴
玉
は
や

み
谷

二
渡
ら
す

阿
治
志
貴
多
迦
比
古

泥
の
神
ぞ
」
と
歌
を
詠
ん
だ
。
こ
の
歌
は
夷
振
で
あ
る
（
こ

の
部
分
は
『
日
本
書
紀
』
本
文
に
な
く
、
一
書
第
一
に
あ
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る
）。

こ
の
神
話
の
原
型
を
未
熟
な
幼
童
神
（
天
稚
彦
）
が
死
去
し
、

成
熟
し
た
神
（
味
耜
高
彦
根
神
）
へ
と
再
生
（
変
身
）
す
る
物
語

（
�
）

と
と
ら
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
吉
井
巌
の
次
の
よ
う
な
考
証
が

標
準
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』
に
天
稚
彦
が
新
嘗
し

て
休
臥
す
る
時
に
（『
日
本
書
紀
』）
死
去
し
た
の
は
、
新
嘗
の
性

質
か
ら
み
て
天
稚
彦
が
忌
み
ご
も
り
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
、
鳥
た
ち
の
奉
仕
は
鳥
に
よ
る
、
変
身
を
安
ら
か
に
速
や
か
に

完
成
す
る
た
め
の
鎮
魂
（
た
ま
ふ
り
）
を
意
味
し
、
高
姫
の
歌
は

味
耜
高
彦
根
神
が
誕
生
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
行
為
で
あ

る
。
以
上
の
解
釈
を
も
と
に
、
吉
井
は
こ
の
神
話
の
展
開
を
、
天

稚
彦
は
聖
な
る
儀
礼
の
場
で
変
身
の
過
程
に
入
り
、
鎮
魂
を
う
け

つ
つ
再
生
し
て
味
耜
高
彦
根
神
と
な
り
、
そ
の
神
の
誕
生
は
妻
な

る
巫
女
的
女
性
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
人
々
に
告
げ
ら
れ
る
、
と
と
ら

え
た
。

こ
の
再
生
・
変
身
の
見
解
に
対
し
て
批
判
を
試
み
た
の
が
菊
池

（
�
）

照
夫
で
あ
る
。
菊
池
は
天
稚
彦
は
穀
霊
神
で
あ
る
と
の
解
釈
を
前

提
に
通
説
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
し
た
。
こ
の
神
話
は
稲
霊
を

体
現
し
た
男
神
の
登
場
、
霊
威
の
発
現
、
死
去
と
再
生
を
描
く
も

の
で
あ
り
、
稲
霊
は
稲
の
稔
り
を
も
た
ら
し
て
霊
力
を
使
い
果
た

し
た
た
め
に
死
去
し
再
生
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
未
成
熟
な
幼
童
神

の
変
身
で
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
、
味
耜
高
彦
根
神
は
穀
霊
神
で

な
く
、
天
稚
彦
と
は
ま
っ
た
く
別
の
神
格
（
稲
霊
に
生
長
の
た
め

の
外
在
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
る
存
在
）
で
あ
る
と
し
た
。
菊

池
は
こ
の
よ
う
に
通
説
に
対
し
て
独
自
の
説
を
提
示
し
た
が
、
そ

れ
は
通
説
の
検
討
の
う
え
に
立
つ
議
論
と
は
い
え
ず
、
自
説
を
対

置
し
た
と
評
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
改
め
て
天
稚
彦
神
話
に
関

し
て
、
通
説
の
論
理
に
即
し
て
そ
の
当
否
を
考
え
て
み
た
い
。

通
説
は
ま
ず
、「
稚
彦
」
と
「
高
彦
」
の
対
比
か
ら
再
生
・
変

身
の
過
程
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。「
わ
か
」
か
ら
「
た
か
」

へ
の
変
身
は
名
に
着
目
す
る
か
ぎ
り
、
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、

不
自
然
な
点
や
問
題
と
な
る
こ
と
が
ら
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
天

稚
彦
を
幼
童
神
と
と
ら
え
る
こ
と
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
従
来
の
研

究
に
お
い
て
こ
の
点
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
神
話
を
根
拠
と
す

る
と
思
わ
れ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
仁
多
郡
三
沢
郷
条
の
阿
遅

須
枳
高
日
子
命
は
「
御
須
髪
八
握
于
レ

生

昼
夜
哭
坐
之

辞
不
レ

通

尓
時

御
祖
命

御
子
乗
レ

船
而

率
二

巡
八
十
島
一

宇
良

加
志
給
鞆

猶
不
レ

止
レ

哭
之
」
と
、
ひ
げ
が
八
握
に
伸
び
る
ほ
ど
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成
長
し
て
も
、
昼
夜
問
わ
ず
泣
い
て
お
り
、
言
葉
が
通
じ
ず
、
父

大
穴
持
命
が
船
に
乗
せ
て
八
十
島
を
巡
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
と

す
る
。
三
谷
栄
一
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
阿
遅
須
枳
高
日
子

命
の
当
初
の
姿
が
幼
童
で
、
成
熟
し
た
神
へ
と
変
身
し
た
こ
と
は

確
実
に
い
え
る
。
な
お
、
こ
の
時
、
阿
遅
須
枳
高
日
子
命
は
こ
こ

で
沐
浴
し
、
そ
れ
が
出
雲
国
造
が
神
寿
詞
奏
上
の
た
め
に
都
の
向

か
う
時
に
こ
の
地
で
沐
浴
す
る
こ
と
の
起
源
で
あ
る
と
説
く
。
こ

れ
は
出
雲
国
造
の
神
寿
詞
奏
上
の
起
源
神
話
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
天
稚
彦
に
幼
童
の
面
影
は
な
い
。

ま
ず
、
妻
を
持
つ
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
成
人
で

あ
る
こ
と
の
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
言
葉
を
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。『
古
事
記
』
に
「
天
佐
具
売
（
注

略
）
聞
二

此
鳥
言
一

而

語
二

天
若
日
子
一

言

此
鳥
者

其
鳴
音
甚

悪
。
故

可
二

射
殺
一

。
云
進

即
天
若
日
子

持
二

天
神
所
レ

賜
天

之
波
士
弓
・
天
之
加
久
矢
一

射
二

殺
其
雉
一

」、『
日
本
書
紀
』
本

文
も
同
様
に
「
時
天
探
女
（
注
略
）
見
而
謂
二

天
稚
彦
一

曰

奇
鳥

来
居
二

杜
杪
一

。
天
稚
彦
乃
取
二

高
皇
産
霊
尊
所
レ

賜
天
鹿
児
弓
・
天

羽
羽
矢
一

射
レ

雉
斃
之
」、
一
書
第
一
に
も
「
時
有
二

国
神
一

、
号
二

天
探
女
一

。
見
二

其
雉
一

曰

鳴
声
悪
鳥

在
二

此
樹
上
一

。
可
レ

射

之
。
天
稚
彦
乃
取
二

天
神
所
レ

賜
天
鹿
児
弓
・
天
真
鹿
児
矢
一

便

射
之
」
と
し
、
い
ず
れ
も
天
探
女
の
意
見
を
受
け
入
れ
て
、
天
稚

彦
が
雉
を
殺
す
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
天
稚
彦
が
言
葉
を
発
し
た

記
述
は
な
い
が
、
天
探
女
の
言
葉
を
理
解
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

何
ら
か
の
行
動
を
取
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
幼
童
と
し
て

表
現
す
る
『
出
雲
国
風
土
記
』
と
成
年
と
読
み
取
れ
る
『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』
間
に
性
格
の
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
後
者
の
解
釈
に
お
い
て
天
稚
彦
を
幼
童
神
と
理
解
す
る
こ
と

は
誤
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
関
係
す
る
女
性
の
名
が
異
な
る
点
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
。『
古
事
記
』
の
記
載
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
大
国
主

神

娶
下

坐
二

胸
形
奥
津
宮
一

神

多
紀
理
毘
売
命
上

生
子

阿
遅

（
注
略
）
鉏
高
日
子
根
神

次
妹
高
比
売
命

亦
名
下
光
比
売
命
。

此
之
阿
遅
鉏
高
日
子
神
者

今
謂
二

迦
毛
大
御
神
一

者
也
」。
阿
遅

鉏
高
日
子
根
神
の
妹
は
「
高
比
売
」
で
、
ま
た
の
名
が
下
光
比
売

命
で
あ
る
。
彼
ら
は
大
国
主
神
の
子
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』（
本

文
）
の
記
載
は
「
来
到
即
娶
二

顕
国
玉
之
女
子
下
照
姫
一

〈
亦
名
高

（
�
）

姫

亦
名
稚
国
玉
〉
因
留
住
」
で
あ
る
。
天
稚
彦
は
顕
国
玉
の
女

子
下
照
姫
を
妻
と
し
、
そ
の
別
名
が
高
姫
・
稚
国
玉
で
あ
る
。
こ
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の
よ
う
な
別
名
の
表
記
に
つ
い
て
も
と
も
と
別
の
存
在
で
あ
っ
た

者
が
結
合
さ
せ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
も
そ

れ
を
考
慮
し
な
が
ら
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
古
事
記
』
は
一
連
の
神
話
の
な
か
で
、
天
若
日
子
は
大
国
主

の
神
の
女
下
照
比
売
を
妻
と
し
て
、
そ
の
国
を
得
よ
う
と
し
た
と

す
る
。
そ
し
て
、
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
が
飛
び
去
っ
た
時
に
歌
を

詠
ん
だ
の
は
同
母
妹
高
比
売
命
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
若
日
子
の

妻＝

下
照
比
売
、
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
の
妹＝

高
比
売
命
と
整
理

で
き
る
。
高
日
子
と
高
比
売
が
一
対
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
疑
い

の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
の
妹
（
あ
る
い
は

妻
）
の
名
が
高
比
売
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
。

『
日
本
書
紀
』
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
文
で
、
天

稚
彦
の
妻
は
上
の
よ
う
に
「
下
照
姫
」
で
あ
る
。
そ
の
別
名
が
高

姫
と
稚
国
玉
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
名
は
こ
こ
に
見
え
る
の
み

で
あ
る
。
そ
し
て
、
味
耜
高
彦
根
神
の
名
を
表
す
歌
を
詠
む
場
面

が
そ
も
そ
も
な
く
、
そ
の
妹
は
登
場
し
な
い
。
別
名
と
し
て
高
姫

を
あ
げ
る
意
味
は
不
明
で
あ
る
。
稚
国
玉
の
名
は
天
稚
彦
の
妻
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
顕
国
玉
の
子
が
稚
国
玉
で
あ
る
。
天
稚
彦
は

天
国
玉
の
子
で
あ
り
、
稚
彦
の
名
は
子
の
名
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
。
天
国
玉
と
顕
国
玉
は
対
称
の
位
置
に
あ
る
。「
天
」
の
国
の

魂
と
「
顕
」＝

現
実
の
国
の
魂
で
あ
り
、
天
と
地＝

葦
原
中
国
の

対
比
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
主
宰
神
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
付
言
す
る
が
、
顕
国
玉
は
大
国
主
神
の
別

名
で
あ
る
。
顕
国
玉
の
子
が
稚
国
玉
で
あ
る
の
も
自
然
に
理
解
で

き
る
。
天
稚
彦
と
稚
国
玉
の
結
婚
と
は
天
の
男
子
と
地
の
女
子
の

結
婚
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
葦
原
中
国
の
統
治
が
確
立
す

る
の
は
正
当
で
あ
る
。
天
国
玉
・
天
稚
彦
と
顕
国
玉
・
稚
国
玉
の

名
は
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
に
き
れ
い
に
収
ま
る
神
た
ち
、

そ
れ
ら
の
名
で
あ
る
。

次
に
一
書
第
一
の
記
述
で
あ
る
。
天
稚
彦
の
妻
は
単
に
「
国
神

女
子
」
と
さ
れ
る
だ
け
で
固
有
名
が
な
い
。『
古
事
記
』
と
同
じ

歌
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
詠
ん
だ
者
を
「
喪
会
者
」
と
し
、「
或
云

味
耜
高
彦
根
神
之
妹
下
照
媛

欲
レ

令
下

衆
人
知
中

映
二

丘
谷
一

者
是

味
耜
高
彦
根
神
上

故
歌
之
曰
」
と
別
の
伝
承
を
記
載
す
る
。
本

文
と
比
較
し
て
下
照
姫
の
位
置
が
異
な
る
。『
日
本
書
紀
』
に
お

い
て
、
下
照
姫
の
名
は
天
稚
彦
の
妻
と
し
て
も
味
耜
高
彦
根
神
の

妹
と
し
て
も
現
れ
る
が
、
本
文
に
味
耜
高
彦
根
神
の
妹
は
登
場
せ

ず
、
一
書
第
一
に
天
稚
彦
の
妻
の
固
有
名
は
な
い
。
つ
ま
り
、
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『
日
本
書
紀
』
に
天
稚
彦
の
妻
で
、
か
つ
、
味
耜
高
彦
根
神
の
妹

と
い
う
神
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
、「
我
者
有
二

愛
友
一

故
弔

来
」、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、「
天
稚
彦
在
二

於
葦
原
中
国
一

也

与
二

味
耜
高
彦
根
神
一

友
善（
注
略
）
故
味
耜
高
彦
根
神
昇
レ

天
弔
レ

喪
」（
本
文
）、「
天
稚
彦
与
二

味
耜
高
彦
根
神
一

友
善
。
故
味
耜
高

彦
根
神
登
レ

天
レ

弔
喪
大
臨
焉
」（
一
書
第
一
）
と
、
天
稚
彦
と
味

耜
高
彦
根
神
の
交
友
関
係
に
ふ
れ
る
の
も
気
に
な
る
。
下
照
姫
・

高
姫
・（
稚
国
玉
）
が
同
一
で
あ
る
と
の
前
提
を
除
い
て
考
え
る

と
、
天
稚
彦
の
妻
と
味
耜
高
彦
根
神
の
関
係
が
わ
か
ら
な
く
な

る
。
こ
れ
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
も
に
同
じ
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
天
稚
彦
と
味
耜
高
彦
根
神
は
義
理
の
兄
弟
の
関
係
で

結
ば
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
味
耜
高
彦
根
神
が
天
稚
彦
の
葬

儀
に
向
か
う
理
由
は
何
か
。
そ
れ
が
わ
ざ
わ
ざ
両
者
の
交
友
関
係

が
記
載
さ
れ
る
要
因
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
こ
の
あ
り
き
た

り
の
記
述
は
天
稚
彦
の
妻
と
味
耜
高
彦
根
神
の
妹
が
別
の
存
在
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
稚
国
玉＝

天
稚
彦
の
妻
、
高
比
売＝

味
耜
高

彦
根
神
の
妹
、
さ
ら
に
、
下
照
姫
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
な
り
う
る

存
在
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
天
稚
彦
神
話
と

味
耜
高
彦
根
神
神
話
が
も
と
も
と
別
に
存
在
し
、
後
次
的
に
結
合

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
も
う
少
し
、
考
察
を
加
え
る
。
も

と
も
と
下
照
姫
は
何
者
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
の
結
論

を
的
確
に
示
す
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
天
国
玉
・
天
稚
彦
に
対

し
て
「
下
」
の
語
を
持
つ
と
考
え
て
お
き
た
い
。
下
照
姫
と
は
下

＝

顕
国
に
お
い
て
光
る
も
の
の
意
で
あ
ろ
う
。「
高
」
比
売
と

「
下
」
照
姫
が
一
体
と
は
や
や
受
け
取
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

言
葉
遊
び
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
下
照
姫
の
名
は
天
稚

彦
の
妻
の
名
で
あ
り
、
稚
国
玉
の
別
名
で
あ
っ
た
と
ひ
と
ま
ず
は

考
え
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、『
延
喜
式
』
臨
時
祭
の
記
載
、「
比
売
許
曽
神
社
一

社

亦
号
二

下
照
比
売
一

」
か
ら
下
照
姫
を
比
売
許
曽
神
と
同
一
と

す
る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ

る
。
比
売
許
曽
神
は
『
古
事
記
』
応
神
の
天
之
日
矛
伝
承
に
登
場

す
る
が
、
名
は
「
阿
加
流
比
売
神
」
で
あ
り
、
下
光
比
売
命
と
は

異
な
る
。
特
に
両
者
が
同
一
で
あ
る
こ
と
示
す
注
記
な
ど
も
な

い
。『
延
喜
式
』
の
段
階
で
比
売
許
曽
神
が
下
照
姫
で
あ
っ
た
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
ま
ま
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
考
え
る
こ
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と
が
で
き
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
下
照
姫
に
つ
い
て
判
明
す
る

こ
と
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。

天
稚
彦
神
話
の
内
容
を
分
析
し
、
天
稚
彦
の
降
臨
の
物
語
と
味

耜
高
彦
根
神
の
物
語
は
も
と
も
と
独
立
し
て
存
在
し
た
と
の
結
論

に
達
し
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
を
天
稚
彦
の
反
逆
と
滅
亡
の
物
語

と
し
て
結
合
さ
せ
、
葦
原
中
国
平
定
の
前
に
配
置
し
た
の
が
『
古

事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
な
の
で
あ
ろ
う
。
味
耜
高
彦
根
神

の
性
格
に
つ
い
て
、
現
在
、
共
通
認
識
が
あ
る
と
い
え
る
。
味
耜

高
彦
根
神
は
雷
神
・
竜
神
・
水
神
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
い
う
ま
で

な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
豊
か
な
稔
り
を
も
た
ら

す
農
耕
に
関
わ
る
霊
威
で
あ
っ
た
。

『
古
事
記
』
に
よ
る
と
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
は
怒
っ
て
御

佩
の
十
掬
剣
で
天
若
日
子
の
喪
屋
を
切
り
伏
せ
、
蹴
り
上
げ
て
去

っ
た
。
こ
の
時
に
、
高
比
売
命
が
名
を
現
す
た
め
に
歌
を
詠
ん

だ
。『
日
本
書
紀
』
本
文
に
歌
の
部
分
は
な
く
、
一
書
第
一
は
味

耜
高
彦
根
神
の
姿
を
「
光
儀
華
艶

映
二

于
二
丘
二
谷
之
間
一

」
と

表
現
し
、
歌
が
詠
ま
れ
た
と
す
る
。
建
物
を
破
壊
す
る
よ
う
な
か

た
ち
で
雷
神
が
誕
生
し
、
す
ぐ
に
去
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
姿
は
光

り
輝
き
、
二
丘
二
谷
に
わ
た
っ
た
。
こ
れ
は
竜
の
姿
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
新
し
く
生
ま
れ
た
神
の
名
が
歌
に
乗
せ
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
端
的
に
雷
神
の
誕
生
の
物
語
で
あ
る
。

二

祈
年
祭
の
御
歳
神

祈
年
祭
は
律
令
体
制
下
に
お
い
て
行
わ
れ
た
主
要
な
祭
祀
の
一

つ
で
あ
る
が
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、「
葛
木
鴨
」
神
が
深
い
関

（
�
）

（
�
）

係
を
持
っ
た
。
井
上
光
貞
・
早
川
庄
八
の
提
示
し
た
律
令
体
制
の

導
入
と
と
も
に
国
家
的
祭
祀
と
し
て
設
け
ら
れ
た
新
し
い
祭
祀
で

あ
る
と
の
評
価
が
現
在
の
共
通
認
識
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
氏
は
、

祈
年
祭
は
班
幣
を
通
し
て
、
全
国
の
諸
神
社
を
一
元
的
に
祭
る
点

に
重
点
が
あ
り
、
こ
の
祭
が
重
視
さ
れ
た
理
由
や
そ
の
名
称
自
体

の
起
源
も
中
国
に
あ
っ
た
と
し
た
。

（
�
）

岡
田
精
司
は
祈
年
祭
の
班
幣
の
、
律
令
的
な
性
格
に
着
目
し
、

祈
年
祭
の
班
幣
は
官
人
直
営
型
屯
倉
（
欽
明
期
の
白
猪
屯
倉
の
よ

う
な
中
央
か
ら
派
遣
し
た
官
人
に
よ
る
直
接
経
営
の
行
わ
る
も

の
）
に
対
す
る
種
稲
分
与
儀
礼
に
由
来
す
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の

見
解
は
祈
年
祭
そ
の
も
の
で
な
く
、
班
幣
の
起
源
を
論
じ
た
も
の

（
�
）

で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
近
年
、
佐
々
田
悠
が
班
幣
に
着
目
し
、

広
瀬
祭
・
竜
田
祭
を
祈
年
祭
の
直
接
の
前
身
と
位
置
づ
け
た
。
広
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瀬
祭
・
竜
田
祭
で
、
こ
の
二
か
所
に
倭
六
県
の
刀
祢
を
集
め
て
贄

を
奉
ら
せ
、
御
県
・
山
口
の
神
へ
の
幣
帛
を
与
え
た
こ
と
が
班
幣

に
酷
似
し
、
ま
た
、
こ
の
祭
祀
が
祈
年
の
性
格
と
類
似
す
る
こ
と

を
述
べ
た
。

祈
年
祭
そ
の
も
の
の
起
源
つ
い
て
ま
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
見
解

は
井
上
光
貞
の
そ
れ
で
あ
る
。
井
上
は
律
令
体
制
下
の
祈
年
祭
は

祈
年
と
い
う
宗
教
的
行
為
と
班
幣
制
度
（
祈
年
幣
帛
制
）
と
が
固

く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
葛
木
御
歳
社
へ
の
白
猪
・
白
馬
・

白
鶏
の
供
献
は
祈
年
祭
の
先
行
形
態
で
あ
る
が
、
大
和
の
予
祝
的

な
祭
祀
と
し
て
霊
験
が
あ
る
一
方
で
、
大
和
王
権
と
の
本
質
的
な

つ
な
が
り
は
乏
し
く
、
唐
の
祈
穀
の
存
在
が
祈
年
祭
重
視
の
背
景

（
�
）

に
あ
っ
た
と
推
測
し
た
。
そ
の
後
、
菊
池
照
夫
が
祈
年
祭
の
起
源

を
大
和
王
権
直
属
の
屯
田
の
斎
田
祭
祀
に
求
め
、
い
わ
ゆ
る
国
譲

り
神
話
が
そ
の
祭
儀
を
反
映
し
た
神
話
で
あ
る
と
し
、
そ
の
屯
田

は
倭
屯
田
お
よ
び
葛
城
の
屯
田
で
、
後
者
に
つ
い
て
葛
城
の
神
を

主
祭
神
と
す
る
の
が
祈
年
祭
で
、
そ
れ
は
王
権
に
よ
る
葛
城
の
掌

握
に
伴
っ
て
成
立
し
、
欽
明
期
に
祭
祀
体
制
が
整
え
ら
れ
た
と
の

説
を
展
開
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
に
味
耜
高
彦
根
神
が
葛
城
を

代
表
す
る
神
と
し
て
王
権
に
認
知
さ
れ
た
と
も
し
た
。
ま
た
、
若

（

）

井
敏
明
は
祈
年
祭
の
本
来
の
奉
幣
対
象
は
月
次
祭
・
大
嘗
祭
と
同

じ
く
三
〇
四
座
（『
延
喜
式
』
四
時
祭
上
下
）
の
範
囲
で
、
す
べ

て
の
神
を
対
象
と
す
る
の
は
後
の
属
性
で
、
三
〇
四
座
の
存
在
す

る
範
囲
は
四
世
紀
前
半
の
、
四
道
将
軍
派
遣
直
前
の
大
和
王
権
の

勢
力
範
囲
を
示
す
と
推
定
し
た
。

祈
年
祭
の
祝
詞
（『
延
喜
式
』
祝
詞
）
は
次
の
よ
う
な
称
辞
の

く
り
か
え
し
で
あ
る
。

⑴
「
天
社
国
社
」
の
皇
神

⑵
「
御
年
皇
神
」
⑶
「
大
御

巫
」
の
奉
祭
す
る
皇
神

⑷
「
座
摩
の
御
巫
」
の
奉
祭
す
る

皇
神

⑸
「
御
門
の
御
巫
」
の
奉
祭
す
る
皇
神

⑹
「
生
島

の
御
巫
」
の
奉
祭
す
る
皇
神

（
辞
別
）

⑺
「
伊
勢
に
い
ま
す
天
照
太
御
神
」

⑻
「
御
県
に
い
ま
す
皇
神
」（
此
六
御
県
に
生
出
甘
菜
辛
菜

を
持
参
来
て

皇
御
孫
命
の
長
御
膳
の
遠
御
膳
と
聞
食
故

皇
御
孫
命
の
宇
豆
の
幣
帛
を
称
辞
竟
奉
く
と
宣
）

⑼
「
山
口
に
い
ま
す
皇
神
」（
遠
山
近
山
に
生
立
る
大
木
小

木
を

本
末
打
切
て
持
参
来
て

皇
御
孫
命
の
瑞
の
御
舎
仕

奉
て

天
御
蔭
・
日
御
蔭
と
隠
坐
て

四
方
国
を
安
国
と
平
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く
知
食
す
が
故

皇
御
孫
命
の
宇
豆
の
幣
帛
を
称
辞
竟
奉
く

と
宣
）

⑽
「
水
分
に
い
ま
す
皇
神
」（
皇
神
等
の
寄
し
奉
む
奥
つ
御

年
を

八
束
穂
の
い
か
し
穂
に
寄
し
奉
者

皇
神
等
に
初
穂

は
頴
に
も
汁
に
も
甕
へ
高
知
甕
腹
満
双
て

称
辞
竟
奉
て

遺
を
は
皇
御
孫
命
の
朝
御
食
・
夕
御
食
の
か
む
か
ひ
に

長

御
食
の
遠
御
食
と

赤
丹
穂
に
聞
食
故

皇
御
孫
命
の
宇
豆

の
幣
帛

称
辞
竟
奉
く
と
諸
聞
食
と
宣
）

⑻
│
⑽
に
つ
い
て
の
み
文
言
を
掲
出
し
た
。
仮
名
書
き
は
適
宜
ひ

ら
が
な
と
し
た
。
⑴
は
班
幣
の
対
象
と
な
る
神
社
で
、
⑶
│
⑹
は

天
皇
の
近
辺
の
神
々
、
⑺
は
天
皇
の
祖
先
神
で
あ
る
。
⑻
│
⑽
は

い
わ
ゆ
る
倭
六
県
（
高
市
・
葛
木
・
十
市
・
志
貴
・
山
辺
・
曽

布
）、
大
和
の
山
口
神
（
飛
鳥
・
石
村
・
忍
坂
・
長
谷
・
畝
火
・

耳
無
）・
水
分
神
（
吉
野
・
宇
陀
・
都
祁
・
葛
木
）
で
あ
り
、
す

べ
て
大
和
の
範
囲
に
お
さ
ま
る
。
改
め
て
⑻
│
⑽
の
部
分
を
み
る

と
、
御
県
の
神
は
そ
の
地
の
菜
を
天
皇
が
食
事
と
す
る
た
め
、
山

口
神
は
そ
の
地
の
木
を
天
皇
の
御
舎
の
材
と
す
る
た
め
、
水
分
神

は
、
御
年
（
収
穫
）
を
神
々
に
供
え
、
残
り
を
天
皇
が
食
事
と
す

る
た
め
に
、
祭
祀
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
稲
の
収

穫
祈
願
の
文
言
は
⑵
の
御
歳
神
に
対
し
て
の
み
あ
り
、
豊
か
な
稔

り
に
対
し
て
初
穂
を
酒
と
し
て
も
稲
穂
と
し
て
も
奉
る
こ
と
も
約

束
さ
れ
る
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
⑻
│
⑽
は
天
皇
の
近
辺
の

神
々
に
分
類
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
口
神
や
水

分
神
は
や
は
り
水
を
媒
介
と
し
て
御
歳
（
稲
の
稔
り
）
と
関
わ
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
倭
六
県
は
稲
作
を
営
み
収
穫
を
捧
げ
る
主
体

（

）

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
祝
詞
が
諸
神
に
対
す
る
班
幣
・
御
歳
神

（
と
連
関
を
も
つ
大
和
の
神
々
）
に
対
す
る
奉
幣
・
天
皇
近
辺
の

神
に
対
す
る
奉
幣
の
要
素
か
ら
な
り
、
律
令
制
的
な
性
格
を
濃
厚

に
持
ち
、
お
そ
ら
く
律
令
体
制
の
確
立
と
と
も
に
生
ま
れ
た
と
思

わ
れ
る
、
諸
神
に
対
す
る
班
幣
を
除
く
と
、
天
皇
が
御
歳
神
に
年

の
稔
り
を
祈
願
す
る
と
い
う
、
こ
の
祭
祀
の
性
格
が
き
わ
め
て
明

瞭
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
井
上
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
御
歳
神
の
祭
祀
が
祈
年
祭
の
原
型
で
あ
ろ
う
。「
と
し
」
神
、

「
と
し
ご
い
」
祭
の
名
称
か
ら
も
そ
れ
は
明
白
な
の
だ
が
、
祝
詞

の
分
析
か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
。

次
に
御
歳
神
と
は
何
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
研
究
は
豊
富
で

あ
る
。
ま
ず
、『
令
集
解
』
神
祇
令
２
仲
春
祈
年
祭
条
に
「
於
神
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祇
官

惣
二

祭
天
神
地
祇
一

。
百
官
々
人
集
。
別
葛
木
鴨
名
為
二

御

年
神
一

祭
日

白
猪
白
鶏
各
一
口
也
。
為
レ

令
二

歳
稔
一

祭
之
。
如
二

大
歳
祭
一

也
〈
於
神
以
下
一
口
以
上

古
記
之
文
〉」
と
あ
り
、
葛

木
鴨
を
御
歳
神
と
し
て
祭
る
こ
と
が
わ
か
る
。
白
猪
・
白
鶏
を
供

え
る
こ
と
も
祝
詞
の
「
白
馬
・
白
猪
・
白
鶏
」
を
「
備
え
奉
り

て
」
の
記
載
と
合
致
し
、
こ
れ
が
祝
詞
の
「
御
歳
神
」
へ
の
称
辞

で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、「
古
記
之
文
」
の
記
載
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
あ
り
方
が
『
令
集
解
』
の
古
記
の
時
期

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
を
も
と
に
、
御
歳
神
を
葛
木
御
歳
神
と
す
る
見

（

）

解
が
提
起
さ
れ
、
ま
た
、「
葛
木
鴨
」
の
解
釈
か
ら
、
事
代
主
神
、

味
耜
高
彦
根
神
の
両
方
と
す
る
見
解
が
提
起
さ
れ
た
。「
葛
木
鴨
」

は
『
令
集
解
』
神
祇
令
１
天
神
地
祇
条
に
「
地
祇
者

大
神
・
大

倭
・
葛
木
鴨
・
出
雲
大
汝
神
等
類
是
也
」
と
あ
り
、
同
じ
く
８
仲

冬
相
嘗
祭
条
の
釈
説
に
も
「
大
倭
社
大
倭
忌
寸
祭
（
略
）
葛
木
鴨

〈
鴨
朝
臣
〉（
略
）
已
上
神
主
等

請
二

受
官
幣
帛
一

祭
〈
古
記
無
レ

別
〉」
と
あ
る
。

「
葛
木
鴨
」
神
の
詳
細
な
検
討
は
西
宮
秀
紀
に
よ
っ
て
な
さ
れ

（

）
た
。
そ
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。『
令

集
解
』
の
古
記
・
令
釈
の
記
載
か
ら
、
葛
木
鴨
の
神
が
御
歳
神
の

役
割
を
果
た
す
の
で
あ
り
御
歳
神
と
い
う
固
有
の
神
社
名
を
さ
す

の
で
は
な
い
こ
と
、
葛
木
鴨
の
神
は
地
祇
で
あ
る
こ
と
、
鴨
朝
臣

が
奉
斎
氏
族
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。『
延
喜
式
』
神
名
に

よ
る
と
、
葛
木
御
歳
神
は
相
嘗
祭
に
預
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
古

記
・
令
釈
の
葛
木
鴨
は
御
歳
神
を
含
ま
な
い
。
鴨
都
波
神
社
は
葛

木
鴨
社
・
鴨
神
社
と
単
純
に
呼
ば
れ
、
葛
木
鴨
は
鴨
都
波
（
事
代

主
神
）
社
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
強
い
。
高
鴨
神
社
も
葛
城

賀
茂
社
・
鴨
神
と
呼
ば
れ
た
が
、『
延
喜
式
』
で
鴨
都
波
神
社
と

完
全
に
区
別
さ
れ
た
。
葛
木
鴨
の
神
は
両
方
を
指
す
が
、
立
地
条

件
か
ら
す
る
と
、
鴨
都
波
神
社
が
ふ
さ
わ
し
い
。
以
上
で
あ
る
。

西
宮
の
研
究
に
よ
っ
て
祈
年
祭
の
御
歳
神
の
正
体
が
い
っ
そ
う

明
確
に
な
り
、
葛
木
御
歳
神
が
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
見
解

に
従
う
。
た
だ
、
葛
木
御
歳
神
（
社
）
が
存
在
す
る
こ
と
は
事
実

で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
も
と
も
と
葛

木
御
歳
神
と
は
葛
木
鴨
の
神
を
御
歳
神
と
し
て
祭
る
際
の
名
称
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
特
別
な
場
（
葛
木
御
歳

社
）
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
新
抄
格
勅
符
抄
』
大
同
元
年

牒
に
「
御
歳
神

十
三
戸

大
和
三
戸

讃
岐
十
戸

天
平
神
護
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元
年
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
と
並
ん
で
、「
鴨
神
」・「
高
鴨

神
」
の
記
載
も
あ
る
。
こ
の
「
鴨
神
」
は
『
令
集
解
』
古
記
・
令

釈
の
「
葛
木
鴨
」
と
同
じ
で
、
鴨
都
波
（
事
代
主
神
）
と
高
鴨

（
味
耜
高
彦
根
神
）
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、「
高
鴨
神
」

は
天
平
宝
字
八
年
に
土
佐
か
ら
「
本
処
」
に
移
さ
れ
「
復
祀
」
さ

（

）

れ
た
高
鴨
神
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
御
歳
神
が
「
鴨
神
」、

す
な
わ
ち
、
事
代
主
・
味
耜
高
彦
根
神
と
は
別
に
存
在
し
た
可
能

性
が
あ
る
。

そ
の
後
、
御
歳
神
は
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
四
月
二
四
日
に
従

二
位
、
一
〇
月
二
日
に
正
二
位
と
な
り
（『
日
本
文
徳
天
皇
実

録
』）、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
（
八
五
九
）
年
正
月
二
七
日

条
に
正
二
位
葛
木
御
歳
神
・
従
二
位
勲
八
等
高
鴨
阿
治
須
岐
宅
比

古
尼
神
な
ど
が
従
一
位
に
昇
叙
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
の
時
す

で
に
、
御
歳
神
が
味
耜
高
彦
根
神
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
御
歳
神
は
葛
城
鴨
の
神
か
ら
分
離
し
、

徐
々
に
独
自
の
神
格
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（

）

さ
て
、
西
宮
は
和
田
萃
の
言
及
を
も
と
に
、
鴨
都
波
神
社
の
周

辺
は
鴨
都
波
遺
跡
の
存
在
か
ら
、
水
田
耕
作
が
早
く
か
ら
行
わ
れ

た
地
域
と
み
ら
れ
、
高
鴨
社
は
金
剛
山
の
山
麓
で
あ
っ
て
開
発
は

遅
れ
た
と
し
て
、
立
地
条
件
か
ら
葛
城
鴨
の
神
は
鴨
都
波
神
（
事

代
主
神
）
社
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
た
。
味
耜
高
彦
根
神
が
鎮
座
す

る
高
鴨
社
は
出
雲
国
造
神
寿
詞
（『
延
喜
式
』
祝
詞
）
で
「
葛
木

の
鴨
の
神
奈
備
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
当
然
、
そ
の
周
辺
の
開
発

は
遅
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
葛
城
鴨
の
地
域
あ
る

い
は
葛
城
地
域
全
体
に
お
い
て
神
が
降
臨
す
る
場
所
な
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
神
の
霊
威
は
こ
の
地
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
よ
り
広

範
囲
を
を
カ
バ
ー
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く

神
寿
詞
に
お
け
る
事
代
主
神
の
所
在
に
つ
い
て
「
事
代
主
命
の
御

魂
を
宇
奈
提
に
坐
」
の
記
載
か
ら
、
高
市
御
県
坐
鴨
事
代
主
神
社

（
現
橿
原
市
雲
梯
町
）
に
当
た
る
と
す
る
の
見
解
が
有
力
で
あ
る

が
、
西
宮
の
示
し
た
仮
説
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ

は
事
代
主
神
に
つ
い
て
の
み
、「
神
奈
備
」
に
鎮
座
し
た
と
の
記

述
が
な
い
点
か
ら
、「
宇
奈
提
」
を
固
有
地
名
で
な
く
、
一
般
名

詞
の
溝
と
と
ら
え
、
味
耜
高
彦
根
神
│
「
葛
木
の
鴨
の
」
神
奈

備
、
事
代
主
神
│
「
葛
木
の
鴨
の
」
宇
奈
提
と
解
釈
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
代
主
神
の
鎮
座
し
た
の
が
鴨
都
波
神
社
に

相
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
葛
城
鴨
に
お
け
る
神
社
の
あ
り

方
と
神
寿
詞
の
記
載
を
正
確
に
対
応
さ
せ
る
優
れ
た
見
解
で
あ

― ３０ ―



る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
神
は
神
奈
備
の
神
と
そ
こ
か
ら
流
下
す
る

水
を
う
け
る
溝
の
神
の
対
比
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

（

）

な
る
。
さ
ら
、
和
田
萃
は
、
鴨
都
波
神
社
の
山
宮
が
高
鴨
神
社
で

あ
り
、
山
城
の
上
賀
茂
神
社
と
下
鴨
神
社
の
関
係
に
よ
く
似
る
と

指
摘
す
る
が
、
こ
の
推
定
を
重
ね
る
と
、
二
つ
の
神
社
の
関
係
が

よ
り
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
祈
年
祭
の
祭
神
で
あ
る
御
歳
神
は
葛
城
の
鴨
の
神
で
あ

り
、
そ
の
中
心
は
や
は
り
味
耜
高
彦
根
神
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
れ
が
葛
城
の
神
奈
備
に
鎮
座
し
た
神
で
あ
り
、『
古

事
記
』
で
「
迦
毛
大
御
神
」
と
さ
れ
た
神
で
あ
っ
た
。
味
耜
高
彦

根
神
は
雷
・
水
と
関
わ
り
の
深
い
神
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
御
歳
神

と
考
え
る
う
え
で
、
大
き
な
根
拠
と
な
ろ
う
。
一
方
の
事
代
主
神

は
そ
の
名
か
ら
託
宣
の
神
と
い
わ
れ
る
。
御
歳
（
一
年
の
稔
り
）

を
も
た
ら
す
神
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
性
格
を
持
つ
の
は
や
は
り
味

耜
高
彦
根
神
で
あ
ろ
う
。

三
『
古
語
拾
遺
』
の
御
歳
神
神
話

次
に
御
歳
神
を
主
人
公
と
す
る
著
名
な
『
古
語
拾
遺
』
の
神
話

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
全
文
を
掲
げ
る
（『
古
代
氏

文
集
』
に
よ
る
）。

一

昔
在
二

神
代
一

大
地
主
神

営
レ

田
之
日

以
二

牛
宍
一

食
二

田

人
一

。
于
時

御
歳
神
之
子

至
二

於
其
田
一

唾
レ

饗
而
還

以
レ

状
告
レ

父
。
御
歳
神
発
レ

怒

以
レ

蝗
放
二

其
田
一

苗
葉
忽
枯
損

似
二

篠
竹
一

。
於
是

大
地
主
神

令
三

片
巫
〈
志
止
止
鳥
〉・
肱
巫

〈
今
俗
竈
輪
及
米
占
也
〉
占
二

求
其
由
一

御
歳
神
為
レ

祟
。
宜
下

献
二

白
猪
・
白
馬
・
白
鶏
一

以
解
中

其
怒
下

。
依
レ

教
奉
レ

謝
。
御
歳
神

答
曰

実
吾
意
也
。
宜
下

以
二

麻
柄
一

作
レ

桛
桛
之

乃
以
二

其
葉
一

掃

之

以
二

天
押
草
一

押
之

以
二

烏
扇
一

阿
不
気
上
レ

。
若
如
レ

此

不
レ

出
レ

去
者

宜
下

以
二

牛
宍
一

置
二

溝
口
一

作
二

男
茎
形
一

以
加
レ

之

〈
是

所
三

以
厭
二

其
心
一

也
〉
以
二

薏
子
・
蜀
椒
・
呉
桃
葉
及
塩
一

班
中

置
其
畔
上

〈
古
語

以
薏
玉
都
須
玉
也
〉。
仍

従
二

其
教
一

苗
葉
復
茂

年
穀
豊
稔
。
是

今
神
祇
官

以
二

白
猪
・
白
馬
・

白
鶏
一

祭
二

御
歳
神
一

之
縁
也
。

大
地
主
神
は
田
を
造
る
日
に
牛
宍
を
田
人
に
食
べ
さ
せ
た
。
御

歳
神
の
子
が
そ
の
田
に
や
っ
て
き
て
饗
に
唾
を
は
い
て
帰
り
、
そ

の
様
を
父
に
報
告
し
た
。
御
歳
神
は
怒
り
蝗
を
田
に
放
っ
た
。
そ

の
結
果
、
苗
葉
は
た
ち
ま
ち
枯
れ
損
な
わ
れ
篠
竹
の
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
こ
ま
で
が
営
田
の
日
か
ら
蝗
の
発
生
・
稲
の
枯
損
ま
で
の

― ３１ ―



ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
大
地
主
神
は
片
巫
・
肱
巫
を
し
て
理
由
を

占
い
求
め
、
御
歳
神
の
祟
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
白
猪
・
白

馬
・
白
鶏
を
献
上
し
て
怒
り
を
解
く
べ
き
で
あ
る
と
の
答
え
を
得

た
。
教
え
の
と
お
り
に
奉
謝
し
、
御
歳
神
は
、
麻
柄
を
桛
に
作

り
、
そ
の
葉
で
掃
き
、
天
押
草
で
押
し
、
烏
扇
で
あ
お
ぎ
、
そ
れ

で
も
出
て
去
ら
な
け
れ
ば
、
牛
宍
を
田
の
溝
口
に
置
き
、
男
茎
の

形
を
作
っ
て
加
え
置
き
、
薏
子
・
蜀
椒
・
呉
桃
葉
・
塩
を
畔
に
班

ち
置
く
と
、
さ
ら
に
害
を
除
く
方
法
を
教
え
た
。
こ
こ
に
二
つ
の

祭
祀
の
方
法
が
み
え
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
教
え
の
と

お
り
に
し
た
と
こ
ろ
、
苗
葉
は
ふ
た
た
び
茂
り
、
年
穀
は
豊
に
稔

っ
た
。
こ
れ
が
結
末
で
あ
る
。
最
後
に
、
神
祇
官
が
白
猪
・
白

馬
・
白
鶏
を
供
え
御
歳
神
を
祭
る
起
源
で
あ
る
と
あ
り
、
こ
れ
が

神
祇
官
に
お
け
る
御
歳
神
祭
祀
の
起
源
を
も
の
が
た
る
神
話
で
あ

る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

ま
ず
、
御
歳
神
に
対
す
る
白
猪
・
白
馬
・
白
鶏
の
供
献
か
ら
、

こ
の
祭
祀
が
祈
年
祭
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
神
話
に
関
す

（

）

る
詳
細
な
考
察
と
し
て
、
ま
ず
佐
伯
有
清
の
業
績
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
佐
伯
は
、
農
耕
の
は
じ
め
に
牛
を
殺
し
て
稔
り
を
祈

願
し
、
殺
し
た
牛
の
肉
を
食
べ
る
饗
宴
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
干
害

や
虫
害
の
際
、
ま
た
は
そ
れ
ら
を
あ
ら
か
じ
め
防
ぐ
た
め
、
牛
を

屠
っ
た
り
、
肉
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
忌
の
意
識
が
存

在
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
干
害
や
虫
害
時
の
最
終
的
な
手
段
と
し

て
男
の
性
器
や
牛
の
肉
を
溝
口
に
供
え
る
祭
り
が
行
わ
れ
た
こ
と

な
ど
を
指
摘
し
た
。
そ
の
後
、
平
林
章
仁
（
注
１２
書
）
に
そ
れ
を

継
承
し
た
、
意
欲
的
な
見
解
が
あ
る
。
平
林
は
次
の
よ
う
な
点
を

指
摘
す
る
。

⑴
御
歳
神
の
怒
り
は
本
来
、
御
歳
神
に
供
献
す
べ
き
牛
宍
を
先

に
農
民
に
食
わ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。

⑵
男
茎
形
は
神
の
心
を
な
ご
ま
せ
る
た
め
の
も
の
で
、
女
神
に

捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
文
中
に
父
と
さ
れ
る
の
は
筆

録
者
の
不
用
意
に
よ
る
誤
り
で
あ
る
。

⑶
御
歳
神
は
現
在
の
葛
木
御
歳
神
社
に
あ
た
り
、『
先
代
旧
事

本
紀
』
な
ど
で
祭
神
は
高
照
光
姫
大
神
と
さ
れ
、
天
稚
彦
神

話
の
下
照
姫
（
高
姫
）
で
あ
る
。

⑷
下
照
姫
と
天
日
槍
説
話
の
赤
留
比
売
（
阿
加
流
比
売
神
）
は

光
り
輝
く
と
い
う
同
じ
太
陽
女
神
を
原
像
と
す
る
本
来
は
同

じ
神
で
あ
る
。

⑸
稲
作
の
春
の
予
祝
祭
で
生
贄
の
牛
を
殺
し
、
肉
を
供
え
る
祭
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儀
習
俗
が
朝
鮮
半
島
南
部
の
新
羅
や
加
羅
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
。

御
歳
神
を
下
照
姫
（
赤
留
比
売
）
と
と
ら
え
る
点
で
私
見
と
異

な
る
が
、
改
め
て
こ
の
神
話
や
平
林
の
見
解
を
検
討
し
て
み
る
。

佐
伯
は
御
歳
神
の
怒
り
の
原
因
を
牛
を
食
べ
る
こ
と
の
禁
忌
に

対
す
る
違
反
に
求
め
た
が
、
い
っ
ぽ
う
で
、
牛
を
供
献
す
る
祭
祀

の
存
在
を
指
摘
し
た
。
平
林
は
⑴
⑵
の
よ
う
に
、
御
歳
神
の
祟
の

原
因
を
、
牛
を
供
献
す
る
祭
祀
を
前
提
に
置
き
、
御
歳
神
に
供
献

す
べ
き
牛
宍
を
先
に
農
民
が
食
べ
た
こ
と
に
あ
る
と
解
釈
し
た
。

し
か
し
、
ま
ず
、
御
歳
神
に
供
献
さ
れ
た
品
々
は
白
猪
・
白
馬
・

白
鶏
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
別
の
解
釈
の
余
地
は
な
い
の
で
は
な

い
か
。
な
お
、『
延
喜
式
』
四
時
祭
上
に
よ
る
と
、
祈
年
祭
で
班

た
れ
る
も
の
は
繊
維
製
品
や
武
器
・
鍬
・
酒
・
海
産
物
・
塩
な
ど

で
あ
り
、
祝
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
御
歳
神
に
対
し
て
の
み
白
馬
・

白
猪
・
白
鷄
を
供
献
し
た
。
こ
こ
か
ら
牛
宍
を
供
献
す
る
祭
祀
は

想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
て
、
牛
に
関
わ
る
く
だ
り
の
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
佐
伯

は
牛
を
食
べ
る
こ
と
の
禁
忌
を
も
指
摘
し
た
。
こ
れ
が
も
っ
と
も

ふ
さ
わ
し
い
解
釈
で
あ
る
と
考
え
る
。『
日
本
霊
異
記
』
の
多
く

の
説
話
に
典
型
的
で
あ
る
が
、
牛
は
人
に
代
わ
っ
て
厳
し
い
労
働

を
引
き
受
け
、
長
く
そ
れ
を
く
り
か
え
す
動
物
で
あ
っ
た
。
労
働

の
点
で
牛
の
存
在
は
貴
重
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
、
牛

は
価
値
の
高
い
財
産
で
も
あ
っ
た
。
牛
を
殺
す
こ
と
も
し
ば
し
ば

禁
じ
ら
れ
た
。
天
平
一
三
年
二
月
七
日
詔
に
「
馬
牛
代
レ

人
勤
労

養
レ

人
」
の
ゆ
え
に
「
先
有
二

明
制
一

不
レ

許
二

屠
殺
一

」
と
あ
る

（『
続
日
本
紀
』）。
た
だ
し
、
こ
の
時
で
も
屠
殺
は
行
わ
れ
て
い

た
。
さ
ら
に
、
延
暦
二
三
年
一
二
月
二
一
日
太
政
官
符
で
も
「
牛

之
為
レ

用

在
レ

国
切
要

負
レ

重
致
レ

遠
其
功
実
多
」
と
あ
り
、
奢

侈
を
争
い
、
斑
犢
を
殺
し
て
皮
を
鞍

・
胡
籙
に
用
い
る
こ
と
を

禁
じ
た
。
ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
延
暦
一
〇
年

九
月
一
六
日
太
政
官
符
に
よ
り
い
わ
ゆ
る
殺
牛
祭
神
が
禁
止
さ
れ

た
（
い
ず
れ
も
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
九
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

国
家
の
禁
制
の
一
方
で
牛
を
用
い
る
祭
祀
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
牛
宍
を
食
べ
る
こ
と
を
含
む
説
話
が
『
日

本
霊
異
記
』
中
二
四
「
閻
羅
王
使
鬼
得
二

所
レ

召
人
之
賂
一

以
免
縁
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
鬼
が
牛
を
食
う
こ
と
で
あ

る
。
閻
羅
王
の
使
の
鬼
は
干
飯
を
差
し
出
し
た
楢
磐
島
に
対
し

て
、「
我
者
牛
宍
味
故
牛
宍
饗
。
捕
レ

牛
鬼
者
我
也
」
と
答
え
る
。
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鬼
が
こ
と
さ
ら
に
牛
宍
を
求
め
、
我
は
牛
を
捕
ら
え
る
鬼
で
あ
る

と
強
調
す
る
点
は
、
人
間
は
牛
を
食
べ
て
は
な
ら
ず
、
牛
を
食
べ

る
の
は
鬼
で
あ
る
と
い
う
心
性
の
存
在
を
示
唆
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
佐
伯
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
牛
を
食
べ
る
こ
と
の
禁
忌
は
仏

教
的
な
殺
生
禁
断
の
思
想
ば
か
り
で
な
く
、
牛
の
有
用
性
に
起
因

（

）

す
る
実
際
的
な
禁
制
に
も
よ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
御
歳
神
が
怒
っ
た
の
は
広
く
牛
を
食
べ
る
こ
と

を
禁
じ
る
規
範
に
反
す
る
行
為
が
お
そ
ら
く
農
耕
の
開
始
の
場
で

行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
お
く
。

⑵
に
つ
い
て
。
男
茎
形
と
と
も
に
水
口
に
置
か
れ
る
こ
と
か

ら
、
血
と
精
液
の
組
み
合
わ
せ
で
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
。
す
で

に
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
血
が
稲
の
生
長
を
促
す
と

す
る
心
性
は
次
の
、『
播
磨
国
風
土
記
』
所
収
の
二
つ
の
説
話
か

ら
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
讃
容
郡
条
に
「
玉
津
日
女
命

捕
二

臥

生
鹿
一

割
二

其
腹
一

而

種
二

稲
其
血
一

仍

一
夜
之
間
生
レ

苗

即
令
二

取
殖
一

」。
こ
れ
は
鹿
の
血
に
種
稲
を
ま
い
た
と
こ
ろ
一
夜

に
し
て
生
長
し
て
苗
と
な
り
、
植
え
た
と
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

賀
毛
郡
雲
潤
里
条
に
「
在
二

於
彼
村
（
雲
潤
里

筆
者
注
）
一

太
水

神

辞
云

吾
以
二

宍
血
一

佃

故
不
レ

欲
二

河
水
一

」。
太
水
神
は
宍

の
血
を
用
い
て
佃
（
た
づ
く
り
）
す
る
の
で
、
川
の
水
は
い
ら
な

い
と
発
言
し
た
。
こ
れ
は
稲
の
生
長
に
言
及
し
な
い
が
、
や
は
り

（

）

血
を
用
い
る
と
生
長
も
早
く
、
収
穫
も
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
。
い

ず
れ
の
場
合
も
、
動
物
の
肉
を
用
い
る
こ
と
と
異
な
る
が
、
当
時

の
人
々
の
心
性
に
お
い
て
血
と
稲
の
生
長
の
関
係
は
密
接
で
あ
っ

た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
同
様
に
、
男
茎
形
は
精
液
か
ら
の
連

想
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
是

所
三

以
厭
二

其
心
一

也
」
と
注
記
さ

れ
る
。
こ
の
文
は
（
御
歳
神
の
）
心
を
和
め
る
た
め
と
解
釈
す
る

（

）

の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
注
記
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
水
口
の
祭
祀
は
稲
を
生
長
さ
せ
る
、
田
そ
の
も
の
の
力
を
増
進

す
る
た
め
の
、
田
に
即
し
た
祭
祀
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
定

の
神
へ
の
供
献
の
意
味
は
薄
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
動
物
の
血

や
精
液
と
い
っ
た
生
命
の
力
を
も
つ
特
殊
な
液
体
を
田
に
入
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
田
の
力
を
増
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
呪
術
で
あ
ろ

う
。以

上
の
よ
う
に
、
平
林
が
御
歳
神
が
女
神
で
あ
る
と
推
定
し
た

根
拠
は
さ
ほ
ど
明
確
と
は
い
え
ず
、
御
歳
神
は
女
神
と
限
定
で
き

な
い
。
ひ
る
が
え
っ
て
本
文
に
御
歳
神
の
子
は
田
人
の
肉
食
の
様

子
を
「
父
」
に
告
げ
た
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
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あ
り
、
そ
れ
は
葛
城
鴨
の
味
耜
高
彦
根
神
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き

る
。

お
わ
り
に
か
え
て

以
上
、
味
耜
高
彦
根
神
が
雷
神
・
竜
神
・
水
神
で
あ
り
、
年
頭

に
お
け
る
そ
れ
へ
の
予
祝
の
祭
祀
が
祈
年
祭
（
の
原
型
）
で
あ
る

こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
神
は
葛
城

の
高
鴨
神
社
に
鎮
座
す
る
と
と
も
に
、
大
国
主
神
の
子
で
あ
り
、

出
雲
で
も
奉
斎
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
神
が
も
と
も
と
葛
城
・
出
雲

の
ど
ち
ら
で
信
仰
さ
れ
た
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
味
耜
高
彦
根
神
の
み
な
ら
ず
、
出
雲
国
造
の
神
寿

詞
に
登
場
す
る
大
和
の
、
い
わ
ゆ
る
出
雲
系
の
四
神
（
大
物
主
・

味
耜
高
彦
根
・
事
代
主
神
・
賀
夜
奈
流
美
）
す
べ
て
と
関
わ
る
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
大
和
・
出
雲
の
二
説
が
あ
る
。
ご
く
粗

く
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
、
大
和
説
は
松
前
健
・
三
谷
栄
一
・
吉
井

（

）

巌
・
三
宅
和
朗
ら
の
見
解
で
あ
り
、
出
雲
説
は
早
川
庄
八
・
門
脇

（

）

禎
二
・
和
田
萃
（
注
１５
論
文
）
の
見
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
細
に

考
察
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
の
範
囲
で
、

私
見
を
示
し
た
い
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
味
耜
高
彦
根
神

神
話
は
も
と
は
そ
の
誕
生
の
物
語
で
あ
っ
た
。『
出
雲
国
風
土
記
』

の
神
話
も
、
も
の
を
い
わ
な
い
幼
童
神
が
成
熟
し
た
神
に
な
る
誕

生
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
両
者
は
神
の
誕
生
の
異
な
る
物
語
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
、
別
に
ま
っ
た
く
存
在
し
た
神
が
習

合
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
奉
斎
さ
れ
た
場

所
も
別
で
あ
り
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
は
葛
城
、

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
そ
れ
は
出
雲
で
あ
ろ
う
。
神
の
名
「
味
耜

高
彦
根
神
」
は
あ
え
て
比
較
す
る
と
、
葛
城
の
神
に
ふ
さ
わ
し

い
。「
す
き
」
の
象
徴
す
る
農
耕
と
深
く
結
び
つ
く
点
を
重
視
し

た
い
。『
出
雲
国
風
土
記
』
の
こ
の
神
は
出
雲
東
部
の
山
間
地
域

に
鎮
座
し
た
が
、
神
話
の
な
か
に
農
耕
の
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と

は
で
き
な
い
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
味
耜
高
彦
根
神
は
、

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
神
話
と
切
り
離
し
て
、
葛
城
で
誕
生
し
た

雷
神
・
竜
神
・
水
神
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
味
耜
高
彦
根
神
を
御
歳
神
と
し
て
祭
っ
た
の
が
祈
年
祭
の

起
源
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
や
は
り
葛
城
の
地
の
特
殊
性
に
あ

る
だ
ろ
う
。
ひ
と
ま
ず
、
こ
こ
は
倭
六
県
の
な
か
で
唯
一
、
山
口

神
社
と
水
分
神
社
が
併
存
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
祈
年

祭
祝
詞
で
山
口
神
は
飛
鳥
・
石
村
・
忍
坂
・
長
谷
・
畝
火
・
耳
無
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の
六
か
所
で
葛
城
地
域
の
も
の
は
な
い
。『
日
本
三
代
実
録
』
貞

観
元
（
八
五
九
）
年
正
月
二
七
日
甲
申
条
に
「
鴨
山
口
神
社
」
と

あ
り
、『
延
喜
式
』
神
名
上
に
葛
上
郡
の
「
鴨
山
口
神
社
」
が
あ

る
。
お
そ
ら
く
も
と
も
と
の
祈
年
祭
は
倭
六
県
（
や
ま
と
の
国
）

全
体
の
象
徴
と
し
て
葛
城
地
域
の
農
耕
神
を
中
心
と
し
て
県
の

神
・
山
口
神
・
水
分
神
に
対
し
て
、
春
に
御
歳
の
稔
り
を
祈
願
す

る
祭
祀
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
成
立
時
期
は
や
は
り
葛

城
地
域
に
お
け
る
王
家
の
所
領
（
県
）
の
設
定
と
近
く
、
菊
池
照

夫
の
指
摘
す
る
雄
略
か
ら
欽
明
期
あ
た
り
、
す
な
わ
ち
、
五
世
紀

末
か
ら
六
世
紀
前
半
頃
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
。

ま
た
、
同
じ
く
倭
六
県
の
農
耕
に
深
く
結
合
す
る
水
と
風
の
神

が
広
瀬
・
竜
田
神
で
あ
る
。
祈
年
祭
と
こ
れ
ら
の
祭
祀
を
総
合
し

て
考
察
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
後
の
時
代
に
な
る
が
、『
日

本
三
代
実
録
』
貞
観
一
二
年
七
月
二
二
日
条
に
、
河
内
国
の
堤
造

営
あ
た
り
水
害
を
さ
け
る
意
味
で
、
大
和
国
三
歳
神
・
大
和
神
・

広
瀬
神
・
竜
田
神
に
奉
幣
し
雨
の
な
い
こ
と
を
祈
願
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
る
。「
河
内
水
源
出
レ

自
二

大
和
国
一

也
」
と
も
あ
り
、
こ
れ

ら
の
神
が
大
和
の
水
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
ま
で
葛
城
高
鴨
の
味
耜
高
彦
根
神
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の

問
題
を
論
じ
て
き
た
。
多
く
の
研
究
が
集
積
さ
れ
た
分
野
で
あ

り
、
充
分
な
理
解
に
至
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
諸
賢
の

批
判
を
乞
い
た
い
。

註（
１
）
一
書
第
二
は
大
己
貴
神
が
服
属
し
た
後
、
経
津
主
神
が
平
定

を
進
め
、
大
物
主
神
と
事
代
主
神
が
帰
順
し
た
と
い
う
内
容
で

あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
国
譲
り
神
話
と
は
異
な
る
、
葦
原
中

国
平
定
の
神
話
と
思
わ
れ
、
注
目
さ
れ
て
き
た
。

（
２
）
吉
井
「
天
若
日
子
の
伝
承
に
つ
い
て
」（
同
『
天
皇
の
系
譜

と
神
話

二
』〈
塙
書
房

一
九
七
六
年
〉）。
こ
の
ほ
か
に
、

松
前
健
「
天
若
日
子
神
話
考
」（
同
著
作
集
９
『
日
本
神
話
論

Ⅰ
』〈
お
う
ふ
う

一
九
九
八
年
〉
初
出
一
九
六
二
年
）、
同

『
出
雲
神
話
』（
講
談
社
現
代
新
書

一
九
七
六
年
）、
山
上
伊

豆
母
「
火
雷
と
霊
剣
」（
同
『
古
代
祭
祀
伝
承
の
研
究
』〈
雄
山

閣

一
九
七
三
年
〉
初
出
一
九
七
〇
年
）、
三
谷
栄
一
「
阿
遅

鉏
高
日
子
根
の
性
格
」（
同
『
日
本
神
話
の
基
盤
』〈
塙
書
房

一
九
八
四
年
〉
初
出
一
九
七
〇
年
）
な
ど
。
但
し
、
三
谷
栄
一

の
研
究
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
神
話
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。

（
３
）
菊
池
「
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
神
話
と
稲
霊
信
仰
」（
同
『
古
代
王

権
の
宗
教
的
世
界
観
と
出
雲
』〈
同
成
社

二
〇
一
六
年
〉
初

出
一
九
九
六
年
）。
以
下
、
こ
れ
ら
の
諸
氏
の
見
解
は
こ
れ
ら
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に
よ
る
。

（
４
）
史
料
引
用
の
場
合
の
〈

〉
内
は
割
注
。
以
下
同
じ
。

（
５
）
井
上
「
神
祇
令
の
特
質
と
そ
の
成
立
」（
同
『
日
本
古
代
の

王
権
と
祭
祀
』〈
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
四
年
〉）。
以
下
、

井
上
の
見
解
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
６
）
早
川
「
律
令
制
と
天
皇
」（
同
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』

〈
岩
波
書
店

一
九
八
六
年
〉
初
出
一
九
七
六
年
）。
以
下
、
早

川
の
見
解
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
７
）
岡
田
「
律
令
的
祭
祀
形
態
の
成
立
」（
同
『
古
代
王
権
の
祭

祀
と
神
話
』
塙
書
房

一
九
七
〇
年
）

（
８
）
佐
々
田
「
律
令
制
祭
祀
の
形
成
過
程
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一

一
│
一
二

二
〇
〇
二
年
）

（
９
）
菊
池
「
ヤ
マ
ト
王
権
の
祈
年
祭
と
そ
の
祭
神
・
祭
儀
神

話
」、「
ヤ
マ
ト
王
権
の
祈
年
祭
と
三
輪
・
葛
城
の
神
」（
同

『
古
代
王
権
の
宗
教
的
世
界
観
と
出
雲
』〈
同
成
社

二
〇
一
六

年
〉
初
出
一
九
九
六
年
、
一
九
九
六
・
二
〇
一
一
年
）

（
１０
）
若
井
「
御
年
神
と
祈
年
祭
」（『
古
代
史
の
海
』
三
四

二
〇

〇
三
年
）

（
１１
）
早
川
庄
八
も
律
令
体
制
下
の
月
次
祭
や
新
嘗
祭
に
畿
内
官
田

の
収
穫
物
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
倭
六
県
の
収

穫
物
が
用
い
ら
れ
た
と
推
測
し
た
。

（
１２
）
井
上
光
貞
、
平
林
章
仁
『
神
々
と
肉
食
の
古
代
史
』
吉
川
弘

文
館

二
〇
〇
七
年

（
１３
）
西
宮
「
葛
木
鴨
（
神
社
）
の
名
称
に
つ
い
て
」（
同
『
律
令

国
家
と
神
祇
祭
祀
制
度
の
研
究
』〈
塙
書
房

二
〇
〇
四
年
〉

初
出
一
九
九
一
年
）

（
１４
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
（
七
六
四
）
年
一
一
月
七
日
条
。

「
高
鴨
神
」
の
神
封
に
天
平
神
護
元
年
符
に
よ
る
土
佐
国
の
二

〇
戸
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
当
該
の
高
鴨
神
で
あ
る
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
性
格
な
ど
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
。
最

近
の
成
果
と
し
て
平
林
章
仁
「
葛
城
の
高
鴨
神
と
関
連
氏
族
」

（
木
本
好
信
編
『
古
代
史
論
聚
』
岩
田
書
院

二
〇
二
〇
年
）。

こ
の
で
き
ご
と
は
道
鏡
に
近
い
僧
円
興
の
主
導
し
た
一
族
の
勢

力
拡
大
の
企
図
で
あ
ろ
う
が
、
道
鏡
失
脚
後
も
高
鴨
神
は
そ
の

ま
ま
地
位
を
維
持
し
た
ら
し
い

（
１５
）
和
田
「
葛
城
の
神
々
」（
同
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・

信
仰
下
』〈
塙
書
房

一
九
九
五
年
〉
初
出
一
九
八
二
年
）

（
１６
）
和
田
「
葛
城
氏
と
鴨
氏
」（
御
所
市
教
育
委
員
会
編
『
古
代

葛
城
と
ヤ
マ
ト
政
権
』〈
学
生
社

二
〇
〇
三
年
〉）

（
１７
）
佐
伯
『
牛
と
古
代
人
の
生
活
』
至
文
堂

一
九
六
七
年

（
１８
）
『
古
事
記
』
応
神
の
天
之
日
矛
説
話
も
同
じ
文
脈
で
理
解
で

き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
賤
し
い
男
は
田
を
耕
す
人
の
飲
食
を
牛
に

負
わ
せ
進
ん
で
い
っ
た
と
こ
ろ
、
天
之
日
矛
に
牛
を
食
べ
る
と

疑
わ
れ
捕
え
ら
れ
た
。
や
は
り
牛
を
食
べ
る
こ
と
は
捕
ら
わ
れ

る
原
因
と
な
る
行
為
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

（
１９
）
特
に
二
つ
め
の
神
話
が
賀
毛
郡
を
舞
台
と
す
る
の
は
葛
城
の

鴨
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
不
明
で
あ

る
。
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（
２０
）
た
と
え
ば
岩
波
文
庫
『
古
語
拾
遺
』（
西
宮
一
民
校
注
）・

『
新
撰
日
本
古
典
文
庫
４

古
語
拾
遺
・
高
橋
氏
文
』（
安
田
尚

道
・
秋
本
吉
徳
校
注
・
解
説
）

（
２１
）
三
宅
『
記
紀
神
話
の
成
立
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
四
年

（
２２
）
門
脇
『
出
雲
の
古
代
史
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス

一
九
七
六

年
）、「
大
三
輪
の
神
な
び
と
出
雲
の
神
々
」（
同
『
古
代
出
雲
』

〈
講
談
社
学
術
文
庫

二
〇
〇
三
年
〉
初
出
二
〇
〇
一
年
）
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